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※ 本除染実施計画は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に
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はじめに 

  本町では、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災に続く東京電力福島第

一原子力発電所事故（以下「原子力発電所事故」という。）による放射性物質汚染に

よって、同年４月２２日には山木屋地区が「事故発生から１年の期間内に積算線量

が２０ミリシーベルトを超えるおそれのある区域」として計画的避難区域に設定さ

れ、その後、平成２５年８月８日には居住制限区域と避難指示解除準備区域との２

区域に再編されましたが、いまだに山木屋地区の住民１，１８３名（平成２８年２

月１日現在）の方々が地区外に避難を余儀なくされている状況にあります。 

  放射性物質による被害は、計画的避難区域以外にも大きく及んでおり、町外への

自主避難者を始め、町内に居住している町民にも精神的苦痛や健康への不安、風評

による生産活動の制限など大きな被害が発生しています。 

  本来、原子力災害の対応は、国と原子力事業者である東京電力株式会社が実施す

べき問題であり、国は放射性物質の除染に責任を持って取り組むとしておりますが、

それには相当の時間を要すると考えられ、平成２４年２月時点で、事故発生から１

１カ月を経過しても、計画的避難地域となっている山木屋地区の限定された地域に

おいてモデル事業や除染技術の実証試験が行われているのみでした。 

  一方、町では県の補助を受け学校や幼稚園等の除染を進めるとともに、町民のご

協力の下、高圧洗浄機等を使った通学路の除染を進めてきました。 

  平成２４年８月にようやく町内の本格除染が、翌年４月には山木屋地区の本格除

染が開始され、少しでも早く放射線量を低減させるため、これまで全力で除染に取

り組んできました。 

  今後、町民の安全・安心な生活と、「元気いっぱい・笑顔いっぱいのまち かわま

た」を取り戻すためには、引き続き住生活環境、農地、山林等の放射性物質を取り

除く除染を進めていかなければなりません。 
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２．計画策定の目的 

 平成２３年８月３０日に公布、平成２４年１月１日に全面施行された「平成二十三

年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放

出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」（以下「放射性

物質汚染対処特措法」という。）により、環境が放射性物質に汚染されたことによる

人の健康や生活環境への影響を軽減するために国、県、町、関係原子力事業者等が講

ずるべき措置等について定められ、国、県、町の連携関係が明確となり、基本方針も

示されました。 

  このため町では、早期に町民が安心して生活できる環境を取り戻すため、国が直

轄で実施する山木屋並びに同町内国有林福島森林管理署一六一林班から一六五林班

まで及び一六七林班の区域（以下、「山木屋地区」という）を除き、本町の全域を町

が主体となって除染することとしました。 

  この計画は、町が町民と共に総力を結集して除染に取り組むための計画として策

定したもので、今後、町が実施する除染の進捗状況や法令・国の実施方針改定等を

反映して、より良い除染の実施のため、適宜改訂していきます。 

 

 

３．これまでの取り組み 

  本町では、原子力発電所事故の直後、国や県から原子力発電所事故の状況や放射

性物質による汚染の情報が入らない中、報道機関による原子力発電所事故の報道が

先行し、町民からの放射性物質や放射線量に対する問い合わせに答えられない状況

に陥りました。 

  このことから平成２３年４月５日より山木屋地区を含む全ての地区の保育園、幼

稚園、小学校、中学校、高校、地区公民館の一部、および町で決定した定点の２５

箇所の空間線量率調査を毎日実施し、町民に情報提供することとしました。 

  主に夏休みに実施された学校のグラウンド表土除去作業においても、毎日の空間
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線量率調査によりその効果を確認しています。 

  また、平成２３年８月９日からは公共施設や町で詳しく放射線量を調査すべき２

８箇所を追加して週２回空間線量率調査することとし、計５３箇所の空間線量率調

査を実施し、平成２５年１２月からは、学校施設、地区公民館などを中心に全町内

７４箇所にモニタリングポストを設置し、リアルタイムで空間放射線量率を確認で

きる体制を整備しています。 

  これらの定期的な空間線量率測定値に関しては、町が平成２３年３月２０日から

毎週発行している「災害対策本部からのお知らせ」や川俣町ホームページ「川俣町

災害関連情報」に掲載して町民にお知らせしています。 

  また、除染活動を推進するために平成２３年７月２７日から２９日の間で山木屋

地区を除く地区行政区の中心地とその地区の主な通学路等１８１箇所で空間線量率

調査を実施し、その結果を「広報かわまた ９月号」に掲載しました。 

  さらに、平成２３年８月中旬から、町内の１３自治会１０８行政区に対して、１

８１箇所の空間線量率調査実施結果報告と通学路を主とした除染活動「川俣町線量

低減化活動支援事業」の説明会を開催しました。 

  その後、「川俣町線量低減化活動支援事業」については、町内の９４地区で通学路

を主とした除染活動が実施されました。 

「川俣町線量低減化活動支援事業」の成果検証をすると、作業前の空間線量率が

毎時１．２マイクロシーベルトを超える高い箇所は、除染を行うことにより線量を

半分程度低減させることが出来ましたが、線量の低い箇所は、目標の半減を思うよ

うに達成することが出来ませんでした。 

これは、ある一定程度の放射性物質は、その地点に定着し、今回実施した高圧洗

浄機だけでは、取り除かれない状態になっていることがうかがわれます。 

また、今回の事業実施については、高圧洗浄機等を活用し、線的な除染を実施し

ましたが、除染を行わなかった箇所からの影響や除染を行った水等の流れなどによ

り、思うように低減出来なかったところが見受けられ、線量の低い箇所の除染につ

いて低減に限界があると考えられます。 
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平成２４年８月から「除染関係ガイドライン」に基づき、山木屋地区を除く町内

の本格除染が開始され、除染実施に欠かせない仮置場の造成・設置と同時進行によ

り、宅地建物をはじめとして、隣接森林、農地、農業用用水路、防火水槽などを対

象に面的除染を実施しています。 

  平成２３年４月２２日に計画的避難区域に指定された山木屋地区においては、国

の福島除染推進チームが主体となって除染活動を実施しています。 

  国の福島除染推進チームでは、山木屋地区において除染技術の実証試験を行う除

染モデル事業の実施に向けて、山木屋地区全体住民への説明会を平成２３年１０月

１９日及び１１月１日に開催、除染モデル事業対象エリア住民に対する説明会を１

１月９日に開催し、１２月７日には山木屋地区への帰郷に向けた除染モデル事業が

始まり、平成２４年３月までに完了したところです。  

  また、平成２４年５月には、山木屋地区の各行政区毎に本格除染へ向けての住宅

地周辺のモニタリングに当たり、土地立入りについての説明会を開催し了解を得て

実施しました。 

  平成２５年４月からは、本格除染が開始され、１日も早い帰還を実現するために

全力を挙げて作業が進められています。 

 

４．除染方針 

 （１）基本方針 

    放射性物質による健康被害を回避することを目的として、町が実施者となっ

て除染を行っていくこととします。 

 放射性物質の除染については、放射線量が高い場所、標高が高い場所、世帯

構成等を考慮し、効果的・効率的に実施していくことといたしますが、早期に

放射線量の低減を図る必要がありますので、自治会・行政区・ＰＴＡ等団体、

および町民の協力を頂きながら、同意を得て放射性物質の除染を推進していき

ます。 
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 （２）計画期間 

    本町の山木屋地区以外の地域については、平成２４年度から平成２９年６月

末までとし、最初の２年間を重点除染期間とします。 

ただし、放射線量の推移を確認しながら、随時対応期間を見直していきます。 

 （３）除染目標 

長期的な目標としては町内生活圏の年間追加被ばく放射線量が、１ミリシー

ベルト※1 以下になることを目指します。 

     町民の生活圏における空間線量率を重点除染期間が終了する平成２６年３

月末時点で、期間開始前の約５０％減少した状態を目指します。 

特に、高校生以下の子どもや妊婦の生活圏においては、期間開始前の約６０％

減少した状態を目指します。※2 

これらの目標については、除染技術の発達など踏まえて適宜見直します。（初

年度から４年目標） 

※1 年間追加被ばく放射線量１ミリシーベルトを１時間当たりの空間放射 

線量に換算すると０．２３マイクロシーベルトとなります。 

 国の基準による内訳：１時間当たり ① ＋ ② 

 ①原子力発電所事故による追加的な放射線量・・・０．１９μＳｖ 

 ②自然界からの放射線量         ・・・０．０４μＳｖ 

※2 「放射性物質汚染対処特措法」基本方針に準拠しています。（減少した内訳には 

放射性物質の物理的減衰等も含めます。） 

なお、平成２６年３月末時点の空間線量率において、期間開始前と比較して、

町民の生活圏に対して５０％減少、特に高校生以下の子どもや妊婦の生活圏に

対して６０％減少とする目標については達成されています。 

放射性物質が最初に存在した量の半分になる期間を半減期と呼び、セシウム

１３４・セシウム１３７の半減期は、セシウム１３４が約２年、セシウム１３

７が約３０年です。 

セシウム１３４・セシウム１３７の半減期、原子炉から放出量比率、放射線
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の強さ、これに自然界からの影響（雨風等）を加味して考えると、現在の空間

放射線量は平成２３年４月１日から計算して、３年で約５割の減と推計されま

す。※3   

※3  高エネルギ－加速器研究機構 放射線科学センター公表資料 

しかし、放射線の影響を受けやすい成長期の子どもにとっては大きなリスク

となることが想定されるため、子どもへの放射性物質の影響を低減することを

優先事項として考慮します。 

 （４）除染実施区域 

    文部科学省が実施した航空機モニタリングより、山木屋地区を除き、町内全

域を除染実施区域に指定します。【図１】 

本計画では、国が主体的に除染活動を実施する計画的避難区域の山木屋地区

を除く、川俣町全域（川俣地区、鶴沢地区、小神地区、福沢地区、福田地区、

小島地区、飯坂地区、大綱木地区、小綱木地区をいい、以下「無設定地区」と

いう。）を除染実施区域とします。 
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（５）除染実施者 

   放射性物質汚染対処特措法に基づき、除染実施者を決定いたします。 

無設定区域の除染実施計画は、地域の実情を反映したうえで、町が主体とな

って策定します。 

    また、無設定区域の除染作業については、町が主体となって実施することと

します。ただし、国や県など他の者が管理する公的施設や管理地等の除染につ

いては、その管理者が除染作業の中心となり、町は管理者と連携して除染作業

を支援します。 

   ※ 除染作業対象別の除染作業実施者は、【表１】を参照。 

【表１】 除染実施者 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （６）除染対象 

   ① 生活圏の除染対象 

    ア 住宅・宅地 

イ 通学路・生活道路・その他の道路 

ウ 学校・幼稚園・保育園・公園・公共施設 

除染対象 実施者 

小学校、中学校、幼稚園、保育園 町 

県立高校 県 

公園 町 

公共施設 町 

住宅、宅地 町 

事業所、工場 町（所有者） 

道路 国道 

町 
県道 

町道 

町の生活道路 

農地 町 

森林（生活圏に隣

接しているもの） 
町有林、財産区 町 
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    エ 民間施設（事業所・工場） 

※  生活圏の除染については、県の「線量低減化活動支援事業」も活用して、自治

会等による自主的な除染活動に対して、支援します。 

       ② その他の除染対象 

    ア 農地 

 農地については、「除染関係ガイドライン」により、農業生産を再開でき

る条件を回復させるよう配慮し、農地の放射性セシウム濃度を低下させる

ことによって空間線量率を下げる観点から、必要に応じて反転耕等の概要

が示されました。 

 農地の除染により、これまで醸成してきた肥沃な土壌を喪失する可能性

や生態系への影響など多様な側面もあります。 

既に無設定区域において作付けされた農地は、深耕や反転耕などの除染

方法が実施されています。今後、作付けされていない農地については、所

有者と調整を図りながら実施します。 

果樹、桑園等永年性の農作物は、果樹は粗皮削りや樹皮の洗浄及び剪定、

桑樹は剪定等を行い、放射線量の低減を実施します。 

   また、自家用の一般果樹については、生活圏の除染及び農地等の除染の

際、合わせて除染を実施します。 

イ 森林（生活圏隣接） 

       生活圏に隣接した森林については、「除染関係ガイドライン」に基づき、現

場の状況に応じて適切な範囲内において落葉等の堆積有機物の除去を行い

ます。また、必要に応じて、林縁の立木の枝葉の除去や堆積有機物残さ除去

を行います。 

   ウ 河川 

      河川については、「除染関係ガイドライン」に基づき、河川管理者と調整・

協議のうえ対応を検討します。 
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（７）除染の優先順位の方針   

 ① 先行地区の選定 

     町は、町内１８１箇所の空間線量率測定結果を参考にして、放射線量が高

かった地域から除染先行地区を選定し、除染作業を実施します。 

     この除染作業に伴う除染方法を勘案しながら、地域の実情に応じた最適な

除染手法を選定します。 

     町の除染手法の他にも、国や県が進めている除染モデル事業の成果を踏ま

え、除染手法、除染技術を整理のうえ、柔軟な発想で適切な手法により除染

を行います。 

   ② マイクロ・ホット・スポットの除染 

     無設定区域内の住宅敷地に、早急に除染すべき高い放射線量のマイクロ・

ホット・スポットがある場合は、住宅の除染を行う前に当該地点の除染を実

施します。 

（８）優先順位 

   町が除染作業のスケジュールを策定するにあたっては、町民の意見を聴き、 

  平成２３年７月に各地区（山木屋地区を除く。）１８１箇所で実施した空間線量

率測定結果（【表２】参照。）を踏まえ、地区別の放射線量の高い地区を重点除

染地区とし優先的に除染を行います。（【表３】除染スケジュ－ル） 

   また、各々の地区内において土地用途別等の視点も踏まえて、行政区毎に除 

  染工程表を策定することとします。 

   この中で、高校生以下の子どもや妊婦が生活している住宅、およびその住宅

につながる未舗装道路、公共性が高い施設、局所的に線量の高い地点等につい

ては優先的に除染を実施します。 
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【表２】１８１箇所空間線量率測定結果（平成２３年７月２７日～２９日） 

地 区 地点数 空間線量率(μＳｖ/ｈ) 摘要 

川俣 川俣南 20 0.43 ～ 0.97  

日和田・鉄炮町 13 0.44 ～ 0.73  

すみよし 9 0.40 ～ 0.65  

中丁・宮赤 14 0.41 ～ 0.75  

本町 11 0.35 ～ 0.88  

鶴沢 12 0.55 ～ 0.93  

小神 9 0.46 ～ 1.03  

福沢 15 0.33 ～ 1.35  

福田 24 0.40 ～ 0.96  

小島 10 0.58 ～ 1.30  

飯坂 23 0.53 ～ 0.97  

大綱木 5 0.56 ～ 1.24  

小綱木 16 0.48 ～ 2.19  

測定機器： 日立アロカメディカル製  ALOKA TCS172B 

（９）除染対象ごとの除染方法 

除染は、原則として「除染関係ガイドライン」に示す方法により除染を行います

が、適切な除染手法を必要かつ合理的な範囲で実施することとします。 

除染方法の例は次のとおりです。ただし、今後有効な除染方法が国や関係機関か

ら示された場合においては、除染方法について随時見直しを行います。 

除染対象 除染方法 

住宅・宅地 

○ 屋根等の清掃、拭取り、ブラシ洗浄、高圧洗浄 

○ 雨樋等の清掃、洗浄、汚泥の除去 

○ 側溝等の清掃、洗浄、汚泥の除去 

○ 庭等の表土等の除去、上下層の土の入れ替え・除去 

○ 客土・圧密、現場保管の際の残土による原状回復 

○ 枝葉の剪定、低木等の高圧洗浄 

○ 落葉の除去、除草 
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道路 

 

○ （路面）散水車及び清掃車によるブラッシング 

○ （路面）手作業によるブラシ洗浄、高圧洗浄 

○ （路面）歩道洗浄、除草 

○ （側溝）泥等の掻き出し、除草 

○ （側溝）ブラシ洗浄、高圧洗浄 

○ （法面) 除草 

小学校、中学校、幼

稚園、保育園、県立

高校 

○ 屋上等の清掃、拭取り、ブラシ洗浄、高圧洗浄 

○ 雨樋等の清掃、洗浄、汚泥の除去 

○ 側溝等の清掃、洗浄、汚泥の除去 

○ 庭等における表土等の除去 

○ 客土・圧密による原状回復 

○ 現場保管の際の残土による原状回復 

○ 枝葉の剪定、低木等の高圧洗浄 

○ 落葉の除去、除草 

公園 

○ 側溝等の清掃、洗浄、汚泥の除去 

○ 庭等における表土等の除去 

○ 現場保管の際の残土による原状回復 

○ 枝葉の剪定、低木等の高圧洗浄 

○ 落葉の除去、除草 

公共施設、事業所、

工場 

○ 屋上、壁面の清掃、拭取り、ブラシ洗浄、高圧洗浄 

○ 雨樋等の清掃、洗浄、汚泥の除去 

○ 側溝等の清掃、洗浄、汚泥の除去 

○ 庭等における表土等の除去 

○ 現場保管の際の残土による原状回復 

○ 客土、圧密による原状回復 

○ 枝葉の剪定、低木等の高圧洗浄 

○ 落葉の除去、除草 

森林（生活圏に隣接

しているもの） 

○ 枝葉の剪定、枝打ち 

○ 落葉の除去、除草 

農地（田

畑） 

耕作され

ていな い 

○ 表土等の除去、客土 

○ 水による土壌撹拌、除去 

○ 深耕プラウ等による鋤込み 

○ 土面の踏圧、砕土、均平化 

耕作され

ている 

○ 深耕プラウ等による鋤込み 

○ 土面の踏圧、砕土、均平化 

その他共

通事項 

○ 肥料、有機質資材、土壌改良資材等の散布 

○ 水路の清掃（汚泥の除去）、畦畔・農道の除草 
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農地（永年性作物が

栽培されている農

地） 

○ 表土等の除去、客土 

○ 古くなった樹皮の削取り 

○ 樹皮の洗浄 

○ 摘採後の深刈り、中刈り、台刈り、古い枝葉の除去 

○ 除草 

○ 水路の清掃（汚泥の除去） 

 

(10)除染に伴い発生する土壌等の取扱い 

   国は、除染に伴って発生する土壌等（土壌、草木、ごみ等。以下「除去土壌 

等」という。）について、福島県内に中間貯蔵施設を設置し、概ね３０年以内に福

島県外に最終処分場を整備し保管・管理することを予定しています。 

 町内の除染作業において発生した除去土壌等については（線量低減化活動支援事

業により発生した除去土壌等も含む）、国の中間貯蔵施設、その後最終処分場にお

いて保管・管理されることになりますが、それまでの間、本町で保管・管理しなけ

ればなりません。 

 町民の不安を一日でも早く払拭するためには、国の中間貯蔵施設や最終処分 

場の整備を待たずに除染を実施していくことが必要です。   

 また、除染作業によって発生した草木等の可燃物については、そのままの状態で

仮置場に保管すると仮置場全体の容積を効率的に利用できないことも憂慮されま

す。 

そのため、除染に伴う可燃物については、伊達地方衛生処理組合が設置する仮設

焼却施設において減容化を進めていきます。 

 

○ 町全体仮置場の設置・管理は次のとおりとします。 

    ・国が県内に設置する中間貯蔵施設の運用開始までの間は、除去土壌等が安

心して保管できる「除染関係ガイドライン」に準拠する仮置場を町が設置し、

安全に町全体の除去土壌等を保管・管理します。 

    ・町全体仮置場にて保管している除去土壌等の中間貯蔵施設への運搬につい

ては、仮置場等から町が設置する積込場までは町が、積込場から中間貯蔵施



１３ 

 

設までは国が実施します。中間貯蔵施設までの運搬は環境省が策定する輸送

実施計画を踏まえて行います。 

    ・除去土壌等の中間貯蔵施設での保管及びその後の処分は、国が実施します。 

(11)除染実施後の対応 

    町は、実施した除染作業が十分効果的であったか検証するとともに、町で設

定した仮置場については、安全対策並びに施設管理に責任をもって行うととも

に継続的な空間線量率測定を実施して町民に周知します。 
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５．今後の地域の取り組みについて 

町全域の除染には、相当の期間を必要とするため、「川俣町線量低減化活動支援

事業」などの活用も含め、線量低減化活動を町民との協働により町の総力を挙げ

て取り組んでいきます。 

【表３】除染スケジュ－ル 

 除染対象 

平成 

23 

年度 

平成 

24 

年度 

平成 

25 

年度 

平成 

26 

年度 

平成 

27 

年度 

平成 

28 

年度 

平成 

29 

年度 

摘要 

１ 住宅・宅地     
   

 

２ 
通学路・生活道路・

その他の道路 
    

   

 

３ 

小学校、中学校、幼

稚園、保育園、県立

高校 

 

 

 

  
   

 

４ 公園、公共施設等 
       

 

５ 事業所、工場 
       

 

６ 農地 
       

 

７ 森林 
       

 

８ 河川 
       

検討中 

 

 

 


